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令和元年度 

安芸高田市職員採用資格試験要項 
（受験案内） 

 

令 和 元 年 8 月 1 日 

安 芸 高 田 市 
 

■ 第１次試験日 令和元年 9 月 22 日(日) 
 

■ 受 付 期 間 令和元年 8 月 1 日(木)～8 月 30 日(金)（必着） 
 

 

１ 試験職種・採用予定人数・受験資格等 
 

試験職種 採用予定人数 受験資格 (学歴及び国籍は問いません) 

埋蔵文化財専門職員 若干名 

昭和59年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で、

次のいずれにも該当する人 

（１）学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は大学院に

おいて、考古学、歴史学その他これに類する学科等の課程

を卒業又は修了した者又は令和 2年 3月 31 日までに卒業

又は修了見込みの者 

（２）埋蔵文化財発掘調査の経験を有し、かつ報告書を作成した

（共同執筆可）実績がある者 

    次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

② 安芸高田市の機関から懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 試験方法及び内容 
 

(1) 第 1次試験  

試験 試験内容 問題形式 試験時間 

基礎能力検査 
文書読解力、数学的基礎知識、論理的思考力、社会常識、

基礎的な英語知識などの基礎的な知的能力をみるもの 

択一式 

筆記 
60 分 

事務能力検査 
速さと正確さから、事務を遂行する上での処理能力をみ

るもの 

択一式 

筆記 
50 分 

パーソナリティ検査 意欲・態度や性格面での個人の持ち味をみるもの 
択一式 

筆記 
35 分 

専 門 試 験 
考古学、埋蔵文化財、文化財保護行政に関する知識をみ

るもの 

記述式 

筆記 
90 分 

(2) 第 2次試験    

試験 試験内容 

実技試験 埋蔵文化財調査に関する実技（土器の実測） 

面接試験 
埋蔵文化財専門職員としての知識や能力、市職員としての使命感、信頼感、コミ

ュニケーション力、判断力、積極性、達成力等についての個別面接 

身体検査 
職務遂行に必要な健康度についての検査 

※所定の健康診断書によるものです。 
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３ 試験期日、場所及び合格発表 
 

試験 

区分 
期 日 場   所 合格発表 

第 1次

試験 
令和元年 9月 22 日(日) 

安芸高田市民文化センター 

「クリスタルアージョ」 

（安芸高田市吉田町吉田 761） 

令和元年 10 月上旬 

第 2次

試験 
令和元年 10 月中旬 同上（予定） 令和元年 10 月下旬 

※第 1次試験の結果は、本市ホームページ及び本庁舎掲示板で発表するとともに、合格者には郵送で通知

します。 

    ※第 2次試験の期日は、第 1次試験合格発表時にお知らせします。 

※最終合格者を除き、希望者に対しては不合格時点での総合順位をお知らせします。希望者は、第 1次試験

時に配布する「成績照会書」により請求してください。ただし、それぞれの試験の合格発表以前又は成

績照会受付期間終了後の請求はできません。 

 

４ 第 1 次試験日程 （※第 1次試験の日程及び試験内容は変更する場合があります。） 
 

   時間 内容 時間 内容 

8:00～8:30 受験者着席 11:10～11:15 試験準備 

8:30～8:40 注意事項の説明 11:15～11:25 パーソナリティ検査説明 

8:40～9:00 基礎能力検査説明 11:25～12:00 パーソナリティ検査 

9:00～10:00 基礎能力検査 12:00～13:00 休憩 

10:00～10:10 休憩 13:00～13:10 専門試験説明 

10:10～10:20 事務能力検査説明 13:10～14:40 専門試験 

10:20～11:10 事務能力検査   

 

５ 試験当日の持参品 
 

(1) 第 1 次試験 
   ・受験票（申込書と同じ写真が貼ってあること） 

   ・筆記用具（ＨＢ鉛筆数本、鉛筆削り、消しゴム） 

   ・昼食 
 

(2) 第 2 次試験 
   ・第 1次試験合格通知 

・受験票（申込書と同じ写真が貼ってあること） 

   ・土器の実測図作成に必要な実測用具一式（筆記用具を含む） 

   ・健康診断書（医療機関等で受診した健康診断書） ※様式は、第 1次試験合格者に通知します。 

    

６ 採用 
 

(1) この試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、この名簿に基づき任命権者が採用を決定しま

す。この名簿は原則 1 年間有効です。なお、最終合格者の数は採用見込数と辞退見込数とを基礎として

決定されますので、合格しても採用されないことがあります。 

(2) 受験資格がないこと、又は申込記載事項が正しくないことが明らかになった場合は合格を取消します。 

(3) 採用時期は、令和 2年 4月 1日以降の予定です。 

 

７ 主な勤務条件 

 

(1) 初任給 

安芸高田市職員の給与に関する条例等の規定に基づき決定します。なお、採用されるまでに給与関

係の条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

※平成 31 年 4 月 1日現在の大学新卒者の初任給は次のとおりです。なお、学校を卒業後、経験年数を

有する人は、前歴を換算して初任給を決定します。 
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（一般行政事務（埋蔵文化財専門職員） 180,700 円） 

※上記以外に諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当など）

を支給します。 

(2) 勤務時間 

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分（配属先によって異なる場合があります。） 

(3) 休日 

週休 2日（土・日曜日）、祝日、年末年始（配属先によって異なる場合があります。） 

(4) 休暇など 

年次有給休暇をはじめ、妊娠・出産に関する休暇、慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇などの休暇制度

や育児休業制度などがあります。 

(5) その他 

日本国籍を有しない職員の配置や昇任については、「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公

務員については、日本国籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき行います。 

 

８ 受験申込手続 
 

申込方法 

（郵送の場合） 

提出書類を角形 2 号封筒（縦 33.2 ㎝×横 24 ㎝）に入れ、封筒の表左下に赤字で「採用試験申

込（○○○）」（※○○○は試験職種名）と書き、裏に申込者の「郵便番号・住所・名前」を明記

し、郵便局の窓口で特定記録郵便扱いとして投函してください。その際、郵便局で発行される受

領書は、受験票が届くまで大切に保管しておいてください。 

（直接持参の場合） 

提出書類を角形 2 号封筒（縦 33.2 ㎝×横 24 ㎝）に入れ、封筒の表左下に赤字で「採用試験申

込（○○○）」（※○○○は試験職種名）と書き、裏に申込者の「郵便番号・住所・名前」を明記

したうえで持参してください。 

申込先 
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田 791 番地 

安芸高田市総務部 総務課 職員係 

受付期間 
令和元年 8月 1日（木）～8月 30 日（金）（必着） 

 ※直接持参する場合の受付時間は、平日（月～金）8:30～17:15 です。 

提出書類 

(1)  提出物チェックリスト 

(2) 安芸高田市職員採用資格試験申込書（写真 縦 3.5 ㎝×横 3㎝を貼付） 

(3) 研究・埋蔵文化財発掘調査等経歴調書 

(4) 安芸高田市職員採用資格試験受験票（申込書と同じ写真を貼付） 

(5) 安芸高田市職員採用資格試験エントリーシート（エントリーシート 3枚を左上 1箇所のみホ

ッチキス留めしてください。） 

(6) 返信用封筒（受験票を返送するために使用します。） 

  ・長形 3 号（縦 23.5 ㎝×横 12 ㎝）の封筒に返送先郵便番号、住所、氏名を記載し、82 円切

手を貼付してください。（※氏名の後には「様」と記入してください。「行」「宛」等は記入

しないでください。） 

※(1)～(6)の提出書類を角形 2号封筒（縦 33.2 ㎝×横 24 ㎝）に入れて提出してください。 

申込上の 

注意点 

・申込書、受験票、エントリーシートは、必ずＡ４サイズの紙に片面印刷し、使用してください。 

・提出書類への記入にあたっては、油性の黒インク又はボールペンを使用してください。 

・試験申込書と受験票には、必ず同一の写真を貼り付けてください。 

・受験票は、受験資格を審査し 9 月 3 日以降速やかに交付（郵送）します。9 月 6 日（金）まで

に受験票が届かない場合は、総務部総務課にお問い合わせください。 

 

９ 受験申込用紙等の請求方法 

 

(1) 直接受け取る場合 

次の本市機関の窓口で、土曜日及び日曜日を除き、毎日午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで配布して

いますので、直接お受け取りください。 

・総務部総務課 ・市民部総合窓口課   

・八千代支所 ・美土里支所 ・高宮支所 ・甲田支所 ・向原支所 
 

 



 

 

(2)

 

(3)
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(2) 郵送で請求する場合

請求用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

明記し、返信先

してください。

【用紙請求先】

〒731

※郵便で請求した後、

ください。

※受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

(3) インターネットで出力する場合

本市のホームページ（

ていますので、ダウンロードしてください。

 その他 

(1)  自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

お知らせします。

(2)  試験会場において配慮を必要とする場合は、

(3)  受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

試験会場案内図

【バス利用の場合】

広島バスセンターから約

【ＪＲ芸備線利用の場合

広島駅から約

【マイカー利用の場合】

中国自動車道高田

広島市から

三次市から

〒

郵送で請求する場合

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

返信先を書き

してください。 

【用紙請求先】 

731-0592  安芸高田市吉田町吉田

安芸高田市総務部

郵便で請求した後、

ください。 

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

インターネットで出力する場合

本市のホームページ（

ていますので、ダウンロードしてください。

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

お知らせします。 

試験会場において配慮を必要とする場合は、

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

試験会場案内図 

【バス利用の場合】 

広島バスセンターから約 1

ＪＲ芸備線利用の場合】 

広島駅から約 1時間 10 分、向原駅下車

【マイカー利用の場合】 

中国自動車道高田 IC から約

広島市から R54 北上約 1 時間

三次市から R54 南下約 45 分

〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田

郵送で請求する場合 

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

書き 120 円切手を貼った返信用封筒（角形

安芸高田市吉田町吉田

安芸高田市総務部

郵便で請求した後、1週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

インターネットで出力する場合

本市のホームページ（http://www.akitakata.jp/

ていますので、ダウンロードしてください。

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

 

試験会場において配慮を必要とする場合は、

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

1 時間 25 分、市役所前バス

 運休中 

分、向原駅下車、

から約 20 分 

時間 20 分 

分 

安芸高田市吉田町吉田

安芸高田市総務部総務課職員係

TEL：0826

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

円切手を貼った返信用封筒（角形

安芸高田市吉田町吉田 791

安芸高田市総務部 総務課

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

インターネットで出力する場合 

http://www.akitakata.jp/

ていますので、ダウンロードしてください。

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

試験会場において配慮を必要とする場合は、

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

市役所前バス停下車

、向原駅からタクシー約

安芸高田市吉田町吉田 791

安芸高田市総務部総務課職員係

0826-42-2111
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用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

円切手を貼った返信用封筒（角形

791 番地 

総務課 職員係 

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

http://www.akitakata.jp/）に

ていますので、ダウンロードしてください。 

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

試験会場において配慮を必要とする場合は、必ず申込みの際に連絡してください。

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

停下車 

向原駅からタクシー約 15 分 

791 番地 

安芸高田市総務部総務課職員係 

2111 

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

円切手を貼った返信用封筒（角形 2号；縦

 

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。

）に PDF 形式で作成した受験案内・申込書等を掲載し

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

申込みの際に連絡してください。

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

 

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

号；縦 33.2 ㎝×横

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

受付締切日が迫っている場合は、郵送での請求は避けてください。 

形式で作成した受験案内・申込書等を掲載し

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

申込みの際に連絡してください。

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

㎝×横 24 ㎝）を同封して請求

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

形式で作成した受験案内・申込書等を掲載し

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

申込みの際に連絡してください。 

受験の手続、その他この試験についての問い合わせ先は、次のとおりです。 

 

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

㎝）を同封して請求

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

形式で作成した受験案内・申込書等を掲載し

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで

用封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を

㎝）を同封して請求

週間以上経っても書類が返送されないときは、総務部総務課にお問い合わせ

形式で作成した受験案内・申込書等を掲載し

自然災害等により、試験日、試験会場、開始時間等の変更が発生した場合は、本市のホームページで


